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Ⅰ 申請概要 
 

１．申請者 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 代表取締役社長  江部 努 

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。） 

    代表取締役社長  大竹 伸一 
 

２．申請年月日 

   平成２１年５月１９日（火） 

 

３．実施予定期日 

   認可後、速やかに実施。 

   （ただし、ＩＰv６インターネット接続に係る機能の提供は、平成２３年４月以降準備が整い

次第実施） 

    

４．概要 

 ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本（以下「ＮＴＴ東西」という。）のＮＧＮ（Next Generation 

Network）において、IPｖ６によりインターネット接続サービスを提供するために必要となる以

下の２つの機能について、網改造料等の規定を追加するために接続約款の変更を行うも

のである。 

①トンネル方式による接続（以下「トンネル接続」という。）に係るインターフェースを付与

する機能（以下「トンネル接続インターフェース付与機能」という。） 

②ネイティブ方式による接続（以下「ネイティブ接続」という。）を行うための機能（以下「ネ

イティブ接続機能」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①トンネル方式 ②ネイティブ方式 

アダプタからＩＰｖ６用網終端装置までの間にトンネル

を構築してＩＰｖ６インターネット接続を実現する方式 

トンネル方式以外の方式 

別紙１ 
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Ⅱ 主な変更内容 
 

１．経緯・背景 

 

現在、ＮＧＮにおけるインターネット接続サービスは、IPｖ４という通信方式で提供されている。

当該通信方式に用いられるIPｖ４アドレスは、４３億個弱存在するが、今後、現状程度の新規

需要が継続する場合には、早ければ平成２３年初頭には日本国内におけるＩＰｖ４アドレスの

在庫が枯渇する可能性があると予測されている（「インターネットの円滑なＩＰｖ６移行に関する調査研

究会報告書」（平成２０年６月））。 

そこで、新たな通信方式として、ＩＰｖ４より遙かに多くのＩＰアドレスを持つＩＰｖ６への移行が

求められているが、ＮＧＮでは、ＮＴＴ東西が払い出すＩＰｖ６アドレスを用いて閉域網内のサー

ビスを提供することに起因し、ＩＰｖ４の場合と同様に、ＩＳＰ事業者がIPｖ６アドレスを払い出す

形でインターネット接続サービスを実現することには、技術的な問題が生じる。 

具体的には、ＮＧＮユーザに対しては、ＮＴＴ東西が払い出す閉域網内サービス用のＩＰｖ６

アドレスと、ＩＳＰ事業者が払い出すインターネット接続サービス用のＩＰｖ６アドレスの２つのア

ドレスが払い出されることとなるため、インターネット接続サービスを利用する際に、送信元ア

ドレスとして閉域網内サービス用のＩＰｖ６アドレスが誤選択されると、パケットロスが発生する

など、通信に不具合が生じる問題（マルチプレフィックス問題）が懸念されている。 

この問題を解消するために、これまでＮＴＴ東西と関係団体・事業者の間で協議が行われて

きたが、平成２１年５月中旬に、当該協議結果等を踏まえ、事業者から以下の２方式に関する

接続申込みが、ＮＴＴ東西に対し行われたことから、これらの方式に関する網改造料等を設定

するために接続約款の変更を行うものである。 

 

 ①トンネル方式 ②ネイティブ方式 

ＩＰｖ６アドレス 

の払出者 

■インターネット接続サービス 

  ＩＳＰ事業者 

■閉域網内サービス 

  ＮＴＴ東西 

■インターネット接続サービス 

  ネイティブ接続を行う事業者（以下「ネイ

ティブ接続事業者」という。）に割り振ら

れたＩＰｖ６アドレスをＮＴＴ東西が払出し 

■閉域網内サービス 

  ネイティブ接続事業者に割り振られたＩＰ

ｖ６アドレスをＮＴＴ東西が払出し 

利用者のアダプタにより、２つのＩＰｖ

６アドレスを使い分ける 

ＩＰｖ６アドレスの使い分けは不要 

接続事業者数 制限なし 当面最大３社 

■ＩＰｖ４アドレスによるインターネット

接続サービスの場合と同様の接

続方式 

■新たにＩＰｖ６インターネット接続用

トンネルの追加が必要 

■中継ルータの処理能力に制約があり、

ひかり電話等のＱｏＳサービスにおける

故障発生時の品質劣化を回避するた

め、接続事業者は、当面最大３社とする

ことが必要 



４ 

 

２．概要 

 

（１）基本的な接続機能・個別的に用いる機能 

 

 今回の申請案では、トンネル接続に係る費用は、接続料原価に基本的に算入し、ネイティブ

接続に係る費用は、接続事業者の個別負担となる網改造料として設定することとしている。こ

れは、申請案では、トンネル接続に係る機能は、ネットワークが本来有すべき基本的な接続

機能と位置付ける一方、ネイティブ接続に係る機能は、個別的に用いる機能と位置付けてい

ることによるものと考えられる。 

 

 この点については、以下の点から、今回の申請案のとおり、トンネル接続は基本的な接続

機能、ネイティブ接続は個別的に用いる接続機能と位置付けることが適当と考えられる。 

①第一種指定電気通信設備については、できる限り多くの事業者が利用の公平性が確保

された形で、適切な条件により利用可能であることが必要であることを踏まえ、その費用

が接続料原価に算入される「基本的な接続機能」とは、通常求められるような様々な形態

を許容するネットワークを前提として、多くの事業者にとって具わっていることが必要とな

る機能等とされている。 

②これに基づくと、トンネル接続は、接続可能な事業者数に制限がない接続形態であり、ま

たＮＧＮでのＩＰｖ４によるＩＳＰ接続は当該形態で行われていることから、ＮＧＮに接続してＩ

Ｐｖ６によりインターネット接続サービスを提供しようとする場合、多くの事業者にとって具

わっていることが必要となる接続機能と考えられる。 

③他方、ネイティブ接続は、技術的な問題から、接続可能な事業者数が当面最大３社に制

限されることから、ＩＰｖ６によるインターネット接続サービスを誰もが提供可能な接続形態

とは言えず、多くの事業者にとって具わっていることが必要な接続機能とは考えられない。 

 

（２）網改造料 

 

１）トンネル接続インターフェース付与機能の網改造料 

 

 トンネル接続に係る機能は、基本的な接続機能であるため、この機能を実現するために

必要なネットワーク改修費用は、接続料原価（収容局接続機能）に算入されることになる。 

 しかし、集約装置及び網終端装置の一部（インターフェースパッケージに相当）の費用に

ついては、ＩＳＰ事業者ごとに必要となるものであるため、ＩＰｖ４によるＩＳＰ接続の場合と同様

に、当該費用は、ＩＳＰ事業者の個別負担とし、トンネル接続インターフェース付与機能の網

改造料として新たに設定することとしている。 

 

２）ネイティブ接続機能の網改造料 

 

 ネイティブ接続に係る機能は、基本的な接続機能ではないため、この機能の実現のため

に必要な費用は、接続料原価に算入せず、ネイティブ接続事業者が網改造料として負担す
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ることとしている。 

 この際、ネイティブ接続機能は、ＮＴＴ東西が、網内折返し機能として利用し閉域網内サー

ビスを提供することが可能であるため、当該機能を実現するための費用は、ネイティブ接続

事業者とＮＴＴ東西の間で以下の考え方により分担することが予定されている。 

①ＩＰｖ６インターネット接続機能に固有に必要な設備（ゲートウェイルータ等）等の費用は、

ネイティブ接続事業者の負担とし、ネイティブ接続事業者間の負担割合は、ユーザ数等

で分担 

②ＩＰｖ６インターネット接続機能とＮＴＴ東西の網内折返し機能の提供に共通的に必要な設

備等の費用（ネイティブ接続に必要な既存機能への追加開発費用等）は、各ネイティブ接

続事業者のユーザ数及び網内折返し機能に係るユーザ数に基づき、ネイティブ接続事

業者とＮＴＴ東西の間で分担 

 

（３）ネイティブ接続事業者の選定基準等 

 

 ネイティブ接続事業者は、技術的な問題から、当面最大３社に制限されるため、３社を超え

る接続申込みが行われた場合は、３社を選定する基準等が必要となる。このため、今回の申

請案では、ネイティブ接続事業者の選定基準や責務等を規定することとしている。 

 

１）ネイティブ接続事業者の選定手続・基準 

 

 ネイティブ接続では、ＮＧＮに直接接続可能な事業者は当面最大３社に制限されるが、Ｎ

ＧＮは、第一種指定電気通信設備であり、他事業者の事業展開上不可欠な設備であるため、

できる限り多くの事業者が、間接的ではあっても、ＮＧＮに接続可能となることが求められる。 

 

 このため、今回の申請案では、ネイティブ接続事業者の選定は、以下の手続・基準により

行うこととしている。 

①ＮＴＴ東西は、一定の期日（平成２１年８月下旬目途）までに、ネイティブ接続を行おうとする

事業者からの接続申込みを受付 

②当該接続申込みが４以上に達しているときは、接続申込みを行った事業者（ネイティブ

接続事業者（候補））は、受付期間経過後、一定期間（約３ヶ月程度）、接続申込みが承

諾されることを前提とした他事業者からの接続協定（ネイティブ接続機能により提供する

接続機能に関するもの）の締結等に係る申込みを受付 

③上記②の期間経過後、ネイティブ接続事業者（候補）は、申込みを受け付けた他事業者

の「インターネット接続サービスの契約数」及びその合計数をＮＴＴ東西に報告 

④ＮＴＴ東西は、③の合計数の多い順番にネイティブ接続事業者を選定（平成２１年１２月目途） 

 

２）ネイティブ接続事業者の責務等 

 

 ネイティブ接続事業者との接続等は、他事業者がＮＧＮを利用する上で不可欠であり、そ
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の事業展開上高い重要性を有することになるため、ネイティブ接続事業者が、他事業者に

対し不当な接続条件等を付したり、不当に差別的な取扱いを行う場合には、公正な競争環

境での事業展開が困難となり、最終的には利用者利益が阻害される結果となる。 

 このため、今回の申請案では、当該ネイティブ接続事業者の責務として、以下の二つを遵

守すべき事項として定めるとともに、当該事項に違反したと総務大臣が認めた場合には、Ｎ

ＴＴ東西は、接続の停止や協定の解除を行うことがある旨を定めている。 

 ①他事業者に対して不当な接続等の条件を付さないこと 

 ②特定の電気通信事業者に対して不当に差別的な取扱いを行わないこと 

 

（４）今後のスケジュール（予定） 

 

 平成２１年度 平成２２ 

年度 

平成２３

年度 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月～３月 

接続約款諮問・答申  

 

      

ネイティブ接続事業者

選定※ 

 

 

           

機能開発・検証        

IPv6ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続開始        

 ※選定は、接続申込みが４社以上の場合に実施し、接続申込みが３社以下の場合は、受付期間経過後、

受付順に承諾。承諾を受けた接続申込者又は接続事業者が２社以下の場合は、常時接続申込みを受

け付けて、受付順に承諾。 

諮問 

▲ ▲
答申 

（予定） 意見募集

申込 
期限 

▲ ▲
１２月

４月 
▲ 

トンネル接続の接続申込みは、常時可能 
選定 
手続 

選定 
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別紙２ 

審 査 結 果 
 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」という。）、接続

料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6 日

総務省訓令第 75 号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行っ

た結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 

結果 

事 由 

１ 施行規則第 23 条の 4 第 1 項で定める箇所における技術的

条件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第

15 条(1)ｱ） 
－ 

該当事項なし。 

２ 接続料規則第 4 条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明

確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｲ） － 
該当事項なし。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当

該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気

通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて

いること。（審査基準第 15 条(1)ｳ） 
適 

 ネイティブ接続事業者の責務は、

公正競争確保の観点から不当な差

別的取扱いの禁止などを定めてお

り、適正かつ明確に定められている

と認められる。 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が

適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)

ｴ） 
－ 

 該当事項なし。 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情

報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手

続、③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的

期間、⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準

的期間等が適正かつ明確に定められていること。（施行規則

第 23 条の 4第 2項第 1号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

適 

ネイティブ接続の申込みに当た

り、ＮＴＴ東西に提出が必要な書類

は、選定に際して必要最小限の書類

に限定することとしており、適正かつ

明確に定められていると認められ

る。 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく

は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける

手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業

者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事

業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所

等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他

事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ

と（施行規則第 23 条の 4 第 2項第 2号及び審査基準第 15 条

(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

７  他事業者が屋内配線を利用する場合において、①工事を行

う手続、②負担すべき金額、③利用する場合の条件が適正か

つ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2

項第 3号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事

若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電

気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して

当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な

原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい

ること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 4 号及び審査基準

－ 

 該当事項なし。 
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第 15 条(1)ｵ） 

 

９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び

他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項

が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条

の 4第 2項第 5号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
 該当事項なし。 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に

定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 6 号

及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

  該当事項なし。 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通

信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う

回答において用いるべき様式が適正かつ明確に定められて

いること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 7 号及び審査基

準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

  該当事項なし。 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁によ

る解決方法（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 8 号及び審査基

準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

 該当事項なし。 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、施行規則第

15 条の 2 ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路

設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者

が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該

機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続

料を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に

支払うことを確保するために必要な事項が適正かつ明確に

定められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 9 号

及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に

重要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事

項があるときは、その事項が適正かつ明確に定められてい

ること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 10 号及び審査基

準第 15 条(1)ｵ） 

適 

 ネイティブ接続事業者が責務規定に

違反した場合における接続の停止及

び協定の解除は、総務大臣が認めた

場合に実施することとしており、適正

かつ明確に定められていると認めら

れる。 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定

められていること。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 11 号

及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

該当事項なし。 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価

に照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15 条

(2)） 適 

 本件申請に係る網改造料は、接続

料規則に定める方法により算定するこ

ととしており、公正妥当なものと認めら

れる。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気

通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備

を接続することとした場合の条件に比して不利なものでな

いこと。（審査基準第 15 条(3)） 

－ 
該当事項なし。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをする

ものでないこと。（審査基準第 15 条(4)） 

適 

 ネイティブ接続が可能な事業者数

は、技術的な問題から、当面最大３

社に限られるが、その選定条件等は

適正かつ明確に定められており、そ

の他の変更内容についても、特定の

電気通信事業者に対し不当な差別

的取扱いをするものとは認められな

い。 
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

 

旧 新 
 

 (用語の定義) 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～104 (略) (略) 

105 (略) (略) 

 

（接続申込みの承諾） 

第 22 条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み

を受け付けた順番に従って別表３（様式）様式第 13 の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信

技術委員会（以下「ＴＴＣ」といいます。）においてスペクトル適合性が確認されていない伝送シ

ステムにより接続しようとするときを含みます。）。 

 

 

 

 

(2)～(4) （略） 

２～３ （略） 

 

（当社が行う協定の解除） 

第 45 条  当社は、第 60 条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事業者が、なおその事実を

解消しないときは、協定を解除することがあります。 

 

 

 

２～３ （略） 

 

（守秘義務） 

第 47 条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及

びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

 (1)～(7) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

(用語の定義) 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～104 (略) (略) 

105 トンネル方式 ＩＰ通信網内における通信方式のうちトンネリングプロトコルによ

り通信路を設定して通信を行う方式 

106 ネイティブ方式 ＩＰ通信網内における通信方式のうちトンネル方式以外の方式 

107 (略) (略) 

 

（接続申込みの承諾） 

第 22 条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み

を受け付けた順番に従って別表３（様式）様式第 13 の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、ＤＳＬ回線との接

続を要望する場合には、社団法人情報通信技術委員会（以下「ＴＴＣ」といいます。）においてス

ペクトル適合性が確認されていない伝送システムにより接続しようとするときを、ネイティブ方式

による接続（インターネット接続サービスを提供する協定事業者がＩＰ通信網との接続をＩＰｖ６

アドレスにより行うものに限ります。以下「ネイティブ接続」といいます。）を要望する場合には、

ネイティブ接続を行っている協定事業者（当社からネイティブ接続に係る接続申込みの承諾を受け

ている接続申込者を含みます。）の数が３に達しているときを、それぞれ含みます。）。 

(2)～(4) （略） 

２～３ （略） 

 

（当社が行う協定の解除） 

第 45 条  当社は、第 60 条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事業者が、なおその事実を

解消しないときは、協定を解除することがあります。ただし、第 60 条第１項の表中第４欄の規定によ

り接続を停止された協定事業者との間で締結している協定を解除する場合は、当該協定事業者が第 50

条の４（ネイティブ接続に係る責務）の規定に違反している事由が解消されていない旨を総務大臣が認

めたときに限るものとします。 

２～３ （略） 

 

（守秘義務） 

第 47 条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及

びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

 (1)～(7) （略） 

 (8)ネイティブ接続に関し、当社から接続申込みの承諾を受けた接続申込者名等を開示する場合 
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（接続の停止） 

第 60 条  当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約

款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接

続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。

区     別 期   間 

(1)～(3) （略） （略） 

(4) （略） （略） 

２～６ （略） 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第２ 網改造料 

  １ （略） 
  １－１ 網改造料の対象となる機能 

区   分 備  考 

(1)～(52) （略） （略） （略） 

(53) ＩＰ通信網との接続に

係るインタフェース

機能 

ＩＰ通信網終端装置又はＩＰ通信網間接続装置

に協定事業者との接続のためのインタフェース

を付与する機能 

 

       

(54)～(61) （略） （略） （略） 
 

（ネイティブ接続に係る責務） 

第 50 条の４ ネイティブ接続を行っている協定事業者（当該接続に係る接続申込者を含みます。）は、

ネイティブ接続に関する協定等（ＩＰ通信網とのネイティブ接続に係る機能により提供される接続機能に

関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約をいいます。以下同じとします。）の締結等につい

て、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。 

(1) 不当な接続の条件又は卸電気通信役務の提供の条件を付さないこと。 

(2) 特定の電気通信事業者に対して不当に差別的な取扱いを行わないこと。 

 

 

（接続の停止） 

第 60 条  当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約

款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接

続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。 

区     別 期   間 

(1)～(3) （略） （略） 

(4) 第 50 条の４（ネイティブ接続に係る責務）の規定に違反

している旨を総務大臣が認めたとき。 

その違反の事由が解消された旨を

総務大臣が認めるまでの間 

(5) （略） （略） 

２～６ （略） 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第２ 網改造料 

  １ （略） 
  １－１ 網改造料の対象となる機能 

区   分 備  考 

(1)～(52) （略） （略） （略） 

(53) ＩＰ通信網との接続に

係るインタフェース

機能 

ア ＩＰ通信網終端装置に協

定事業者との接続（トンネ

ル方式により行うものに限

ります。）のためのインタ

フェースを付与する機能 

(ｱ) (ｲ)以外の

場合 

 

 

 

 

 

      

(ｲ) ＩＰ通信網

との接続をＩ

Ｐｖ６アドレ

スのみにより

行う場合 

イ ＩＰ通信網間接続装置に協定事業者との接続

のためのインタフェースを付与する機能 

(54)～(61) （略） （略） （略） 

(62) ＩＰ通信網とのネイテ

ィブ接続に係る機能 

ネイティブ接続を行うための機能  

      

 

 

 

 

 

附 則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施します。ただし、改正規定のうち、料金表第１表（接

続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第 53 欄ア(ｲ)欄及び第 62 欄に規定す

る機能については、平成 23 年４月以降当社の準備が整い次第、提供を開始するものとします。 
 

（ネイティブ接続に係る接続申込みの承諾についての特則） 

２ 当社は、ネイティブ接続に係る接続申込みを受け付ける期間（平成 21 年度内に設定する期間としま

す。以下この附則において「受付期間」といいます。）を定め、当該受付期間に受け付けたネイティブ

接続に係る接続申込み（以下この附則において「選定対象接続申込み」といいます。）について、次の

各号に掲げる選定対象接続申込みの数に応じ、当該各号に定めるとおり取り扱うこととします。 

(1) 選定対象接続申込みの数が３以下のとき 

受付期間経過後、第 22 条（接続申込みの承諾）第１項の規定に基づき承諾するものとします。 

(2) 選定対象接続申込みの数が４以上のとき 

受付期間経過後、第 22 条第１項中「その接続申込みを受け付けた順番に従って」とあるのを、「附

則（平成 21 年 月 日東相制第 09-18 号）第３項第１号に規定するインターネット接続サービスの

契約数等の合計数の多い順番に従って」と読み替え、読み替え後の同項の規定に基づき承諾するもの

とします。 
 

３ 前項第２号に規定する場合は、ネイティブ接続に係る接続申込者は、当社に対して、次の各号に掲げ

る書面を当社が定める期日までに提出することを要します。 

(1)  他事業者（当該接続申込者の接続申込みが承諾されることを前提として、当該接続申込者に対し、

ネイティブ接続に関する協定等の締結に係る申込みを行っている者に限ります。以下この項において

同じとします。）のインターネット接続サービスの契約数等（電気通信事業報告規則（昭和 63 年郵政省

令第 46 号。以下この号において「報告規則」といいます。）第２条第１項に規定するインターネッ

ト接続サービス（携帯電話・ＰＨＳ端末インターネット接続サービスであるものを除く。）の契約数

等であって、当社が定める時点のものとします。）及びその合計数を記した書面（当社が定める様式

によるものとし、報告規則に基づき当該契約数等を総務大臣に報告している他事業者については、当

該報告に係る書面等（報告規則様式第７によるものとします。）の写しを添付するものとします。） 

(2) 他事業者が、当該接続申込者に対して、ネイティブ接続に関する協定等の締結に係る申込みを行

っていることを示す書面 
 

４ 当社は、第 47 条（守秘義務）の規定にかかわらず、前項の規定に基づき当社に提出された書面に記

された情報の内容について主務官庁に通知し、確認を求めることがあります。 
 

５ 当社は、受付期間経過後に受け付けたネイティブ接続に係る接続申込みについては、選定対象接続申

込みを承諾した後に、第 22 条第１項の規定に基づき承諾するものとします。 
 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前から締結している協定において「料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１

－１（網改造料の対象となる機能）第 53 欄」が規定されている場合には、この改正規定実施後は、次

の各号に掲げる接続箇所に応じ、当該各号に定めるところにより読み替えて適用することとします。 

(1) ＩＳＰ接続用ルータで接続するとき 

料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第53欄ア(ｱ)欄 

(2) 一般中継局ルータ又は特別中継局ルータで接続するとき 

料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第 53 欄イ欄 
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

 

旧 新 
 

 (用語の定義) 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～106 (略) (略) 

107 (略) (略) 

 

（接続申込みの承諾） 

第 22 条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み

を受け付けた順番に従って別表３（様式）様式第 13 の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信

技術委員会（以下「ＴＴＣ」といいます。）においてスペクトル適合性が確認されていない伝送シ

ステムにより接続しようとするときを含みます。）。 

 

 

 

 

(2)～(4) （略） 

２～３ （略） 

 

（当社が行う協定の解除） 

第 45 条  当社は、第 60 条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事業者が、なおその事実を

解消しないときは、協定を解除することがあります。 

 

 

 

２～３ （略） 

 

（守秘義務） 

第 47 条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及

びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

 (1)～(7) （略） 

 

(8) （略） 

 

 

 

 

 

(用語の定義) 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～106 (略) (略) 

107 トンネル方式 ＩＰ通信網内における通信方式のうちトンネリングプロトコルによ

り通信路を設定して通信を行う方式 

108 ネイティブ方式 ＩＰ通信網内における通信方式のうちトンネル方式以外の方式 

109 (略) (略) 

 

（接続申込みの承諾） 

第 22 条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み

を受け付けた順番に従って別表３（様式）様式第 13 の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、ＤＳＬ回線との接

続を要望する場合には、社団法人情報通信技術委員会（以下「ＴＴＣ」といいます。）においてス

ペクトル適合性が確認されていない伝送システムにより接続しようとするときを、ネイティブ方式

による接続（インターネット接続サービスを提供する協定事業者がＩＰ通信網との接続をＩＰｖ６

アドレスにより行うものに限ります。以下「ネイティブ接続」といいます。）を要望する場合には、

ネイティブ接続を行っている協定事業者（当社からネイティブ接続に係る接続申込みの承諾を受け

ている接続申込者を含みます。）の数が３に達しているときを、それぞれ含みます。）。 

(2)～(4) （略） 

２～３ （略） 

 

（当社が行う協定の解除） 

第 45 条  当社は、第 60 条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事業者が、なおその事実を

解消しないときは、協定を解除することがあります。ただし、第 60 条第１項の表中第４欄の規定によ

り接続を停止された協定事業者との間で締結している協定を解除する場合は、当該協定事業者が第 50

条の４（ネイティブ接続に係る責務）の規定に違反している事由が解消されていない旨を総務大臣が認

めたときに限るものとします。 

２～３ （略） 

 

（守秘義務） 

第 47 条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及

びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

 (1)～(7) （略） 

 (8)ネイティブ接続に関し、当社から接続申込みの承諾を受けた接続申込者名等を開示する場合 

(9) （略） 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（接続の停止） 

第 60 条  当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約

款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接

続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。

区     別 期   間 

(1)～(3) （略） （略） 

(4) （略） （略） 

２～６ （略） 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第２ 網改造料 

  １ （略） 
  １－１ 網改造料の対象となる機能 

区   分 備  考 

(1)～(50) （略） （略） （略） 

(51) ＩＰ通信網との接続に

係るインタフェース機

能 

ＩＰ通信網終端装置又はＩＰ通信網間接続装置

に協定事業者との接続のためのインタフェース

を付与する機能 

 

       

(52)～(60) （略） （略） （略） 
 

（ネイティブ接続に係る責務） 

第 50 条の４ ネイティブ接続を行っている協定事業者（当該接続に係る接続申込者を含みます。）は、

ネイティブ接続に関する協定等（ＩＰ通信網とのネイティブ接続に係る機能により提供される接続機能に

関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約をいいます。以下同じとします。）の締結等につい

て、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。 

(1) 不当な接続の条件又は卸電気通信役務の提供の条件を付さないこと。 

(2) 特定の電気通信事業者に対して不当に差別的な取扱いを行わないこと。 

 

 

（接続の停止） 

第 60 条  当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約

款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第２欄の場合において、新たな接

続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。 

区     別 期   間 

(1)～(3) （略） （略） 

(4) 第 50 条の４（ネイティブ接続に係る責務）の規定に違反

している旨を総務大臣が認めたとき。 

その違反の事由が解消された旨を

総務大臣が認めるまでの間 

(5) （略） （略） 

２～６ （略） 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第２ 網改造料 

  １ （略） 
  １－１ 網改造料の対象となる機能 

区   分 備  考 

(1)～(50) （略） （略） （略） 

(51) ＩＰ通信網との接続に

係るインタフェース機

能 

ア ＩＰ通信網終端装置に協

定事業者との接続（トンネ

ル方式により行うものに限

ります。）のためのインタ

フェースを付与する機能 

(ｱ) (ｲ)以外の

場合 

 

 

 

 

 

      

(ｲ) ＩＰ通信網

との接続をＩ

Ｐｖ６アドレ

スのみにより

行う場合 

イ ＩＰ通信網間接続装置に協定事業者との接続

のためのインタフェースを付与する機能 

(52)～(60) （略） （略） （略） 

(61) ＩＰ通信網とのネイテ

ィブ接続に係る機能 

ネイティブ接続を行うための機能  
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附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施します。ただし、改正規定のうち、料金表第１表（接

続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第 51 欄ア(ｲ)欄及び第 61 欄に規定す

る機能については、平成 23 年４月以降当社の準備が整い次第、提供を開始するものとします。 
 

（ネイティブ接続に係る接続申込みの承諾についての特則） 

２ 当社は、ネイティブ接続に係る接続申込みを受け付ける期間（平成 21 年度内に設定する期間としま

す。以下この附則において「受付期間」といいます。）を定め、当該受付期間に受け付けたネイティブ

接続に係る接続申込み（以下この附則において「選定対象接続申込み」といいます。）について、次の

各号に掲げる選定対象接続申込みの数に応じ、当該各号に定めるとおり取り扱うこととします。 

(1) 選定対象接続申込みの数が３以下のとき 

受付期間経過後、第 22 条（接続申込みの承諾）第１項の規定に基づき承諾するものとします。 

(2) 選定対象接続申込みの数が４以上のとき 

受付期間経過後、第 22 条第１項中「その接続申込みを受け付けた順番に従って」とあるのを、「附

則（平成 21 年 月 日西相制第 17 号）第３項第１号に規定するインターネット接続サービスの契約

数等の合計数の多い順番に従って」と読み替え、読み替え後の同項の規定に基づき承諾するものとし

ます。 
 

３ 前項第２号に規定する場合は、ネイティブ接続に係る接続申込者は、当社に対して、次の各号に掲げ

る書面を当社が定める期日までに提出することを要します。 

(1)  他事業者（当該接続申込者の接続申込みが承諾されることを前提として、当該接続申込者に対し、

ネイティブ接続に関する協定等の締結に係る申込みを行っている者に限ります。以下この項において

同じとします。）のインターネット接続サービスの契約数等（電気通信事業報告規則（昭和 63 年郵政省

令第 46 号。以下この号において「報告規則」といいます。）第２条第１項に規定するインターネッ

ト接続サービス（携帯電話・ＰＨＳ端末インターネット接続サービスであるものを除く。）の契約数

等であって、当社が定める時点のものとします。）及びその合計数を記した書面（当社が定める様式

によるものとし、報告規則に基づき当該契約数等を総務大臣に報告している他事業者については、当

該報告に係る書面等（報告規則様式第７によるものとします。）の写しを添付するものとします。） 

(2) 他事業者が、当該接続申込者に対して、ネイティブ接続に関する協定等の締結に係る申込みを行

っていることを示す書面 
 

４ 当社は、第 47 条（守秘義務）の規定にかかわらず、前項の規定に基づき当社に提出された書面に記

された情報の内容について主務官庁に通知し、確認を求めることがあります。 
 

５ 当社は、受付期間経過後に受け付けたネイティブ接続に係る接続申込みについては、選定対象接続申

込みを承諾した後に、第 22 条第１項の規定に基づき承諾するものとします。 
 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前から締結している協定において「料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１

－１（網改造料の対象となる機能）第 51 欄」が規定されている場合には、この改正規定実施後は、次

の各号に掲げる接続箇所に応じ、当該各号に定めるところにより読み替えて適用することとします。 

(1) ＩＳＰ接続用ルータで接続するとき 

料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第51欄ア(ｱ)欄 

(2) 一般中継局ルータ又は特別中継局ルータで接続するとき 

料金表第１表（接続料金）第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第 51 欄イ欄 

 


